
　○地方消費税交付金（社会保障財源）　　１１３，７４０千円791,438 千円

　○地方消費税交付金（社会保障財源）の充当対象事業費　　 8,297,927 千円

国庫
支出金

県
支出金

その他
地方消費税

交付金
（社会保障分）

その他

障がい者自立
支援給付費 1,928,906 964,453 482,227 0 76,164 406,062

生活等扶助費 616,676 462,507 2,796 0 23,908 127,465

学童保育運営
等補助金 178,069 58,908 57,496 0 9,739 51,926

こども園等委
託料 1,762,015 403,846 214,942 100,716 164,657 877,854

小中学生医療費扶助費 80,392 0 0 23,563 8,976 47,853

介護保険事業 1,096,144 42,861 21,430 220 162,939 868,694

国民健康
保険事業 508,600 64,165 220,494 0 35,370 188,571

後期高齢者
医療事業 1,130,239 0 153,293 0 154,301 822,645

病院事業 761,398 0 0 0 120,257 641,141

各種予防
接種委託料 135,272 1,041 297 0 21,154 112,780

各種がん
検診委託料 100,216 18 2,029 9,701 13,973 74,495

8,297,927 1,997,799 1,155,004 134,200 791,438 4,219,486

【歳　入】

社
会
福
祉

社
会
保
険

　平成26年4月1日から消費税率は5％から8％へ、令和元年10月1日からは8％から10％
へ引き上げられ、引き上げられた地方消費税収（地方消費税交付金を含む。）については、
「消費税法第１条第２項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健
衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとする。」と地方税法に明記されて
います。
　本市では、令和３年度に交付された地方消費税交付金（社会保障財源）を下記の経費に充
当しましたので明示します。

令和３年度橋本市における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当経費

　令和３年度における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当対象事業及び充当経費
については、下表のとおりです。

事　業　名
（対象経費名）

事業費
（経費）

特 定 財 源

【歳　出】

保
健
衛
生

合　計

【地方消費税交付金（社会保障財源）充当事業一覧】

一 般 財 源

財　源　内　訳

（単位：千円）

 


